
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 機 構 ・ 事 務 分 掌 
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１ 組織・人員                      

 

経済農政局 

  局長 

  TEL. 245-5270 

 

   経 済 部      経済企画課（19）              総 務 係 （４） 

   部長         課長                    産業企画班 （４） 

   TEL. 245-5271    TEL.245-5272 FAX.245-5558         企業誘致・国際経済推進班 （４） 

              総括主幹１名、課長補佐１名         観光推進室 （３） 

              担当課長（観光推進室長兼務）1名  

 

（財）ちば国際コンベンションビューロー派遣 １名 

             （株）幕張メッセ派遣             １名 

                                                                    

               産業支援課（14）              経営支援班 （４） 

              課長                    商業振興班 （５） 

              TEL.245-5281 FAX.245-5496          雇用推進室 （２） 

              課長補佐１名 

              担当課長（雇用推進室長兼務）１名 

 

              （財）千葉市産業振興財団派遣 ７名 

               

                             

               公営事業事務所（14）            総 務 係 （５） 

              所長                      事 業 係 （６） 

              TEL.251-7111 FAX.255-9909  

              主幹１名、所長補佐１名 

                       

   農 政 部（略） 

   中央卸売市場（略） 

 

平成23年４月１日現在 

（ ）内は職員数 

 
（市外局番 043） 
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２ 人員配置                       

 

 

総 数 

局部長
級 

参 事 
技監級 

課長級 
課 長 
補佐級 

係 長 級 一 般 職 員 

事  務 事  務 事  務 事  務 事  務 技  術 事  務 技  術 その他 

局長・部長 ２ ２         

経済企画課 １９   ３ １ ４  １１   

（（株）幕張メッセ） １    １      

（（財）ちば国際 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭ-ﾛ-） １     １     

産業支援課 １４   ２ １ ３  ８   

（（財）千葉市産業 

振興財団） 
７    １ ５  １   

公営事業事務所 １４   ２ １ ２ １ ８   

合  計 ５８ ２ ０ ７ ５ １５ １ ２８ ０ ０ 
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３ 事務分掌                       

【経済企画課】（千葉市事務分掌規則） 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）局内の人事に関すること。 

（３）局内の予算及び経理（中央卸売市場の所管に属するものを除く。） 

    に関すること。 

（４）局内主要事業の進行管理に関すること。 

（５）局内の事務改善に関すること。 

（６）経済振興施策の企画、立案及び調整に関すること。 

（７）企業立地の促進に関すること。 

（８）工場立地法に基づく特定工場の立地及び周辺環境の保持に関すること。 

（９）大規模小売店舗立地法に基づく届出、意見等に関すること。 

（10）経済関係団体との連絡及び調整（産業支援課の所管に属するものを除く。）に関すること。 

（11）コミュニティビジネス・モデルプラン選定委員会に関すること。 

（12）大規模小売店舗立地審議会に関すること。 

（13）経済農政局指定管理者選定評価委員会に関すること。 

（14）局内及び部内の所掌事務に係る連絡及び調整に関すること。 

（15）局内及び部内他の課等の主管に属しない事項に関すること。 

 

【観光推進室】（千葉市事務分掌規則） 

（１）観光施策の企画及び調整に関すること。 

（２）観光資源の開発に関すること。 

（３）物産の販路拡張及び貿易振興に関すること。 

（４）観光諸団体の育成、指導及び連絡に関すること。 

（５）港湾関係機関との連絡に関すること。 

（６）漂流物に関すること。 

（７）幕張メッセに関すること。 

（８）千葉港（まちづくり推進課臨海地域再整備室の所管に属するものを除く。）に関すること。 

（９）ユ－ス・ホステルに関すること。 

（10）千葉ポ－トタワ－に関すること。 

（11）社団法人千葉市観光協会との連絡及び調整に関すること。 
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【産業支援課】 

（１）課の庶務に関すること。 

（２）中小企業等の振興に関すること。 

（３）新事業創出に関すること。 

（４）中小企業への融資に関すること。 

（５）中小企業信用保険法第２条第４項に規定する認定に関すること。 

（６）商店街振興組合に関すること。 

（７）中心市街地の活性化に関すること。 

（８）ビジネス支援センターに関すること。 

（９）中小企業資金融資審議会に関すること。 

（10）財団法人千葉市産業振興財団との連絡及び調整に関すると。 

 

【雇用推進室】 

（１）雇用の促進に係る施策の企画、調整及び実施に関すること。 

（２）就労の支援に関すること。 

（３）勤労者の福祉の増進に関すること。 

（４）労働関係機関及び労働団体との連絡に関すること。 

（５）労働関係資料の収集及び提供に関すること。 

（６）勤労市民プラザに関すること。 

 

【公営事業事務所】（千葉市事業所事務分掌規則） 

  総務係 

（１）所の庶務に関すること。 

（２）競輪場施設及び備品の管理並びに施設の使用許可に関すること。 

（３）競輪場の警備に関すること。 

  事業係 

（１）従事員の雇用、服務その他身分に関すること。 

（２）従事員の給与及び保険に関すること。 

（３）車券の検収及び調査に関すること。 

（４）投票関係事務に関すること。 

（５）払戻金及び未払金に関すること。 

（６）競輪に係る宣伝広報の企画及び実施に関すること。 
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４ 附属機関                       

名    称 所管課 設置目的 
根拠法令 

条例など 

構成員 

任  期 
設置 

コミュニティビジネ

ス・モデルプラン選

定委員会 

経済企画課 

コミュニティビジネス

のモデルとなる事業

の審査 

千葉コミュニティ

ビジネス・モデル

プラン選定委員

会設置条例 

委員 

８人以内 

任期２年 

 

平成 

22年 

大規模小売店舗立

地審議会 
経済企画課 

大規模小売店舗立

地法に基づく本市の

意見の策定等に関し

協議を行う 

千葉市大規模小

売店舗立地審議

会設置条例 

委員 

10人以内 

任期２年 

平成 

22年 

経済農政局指定管

理者選定評価委員

会 

経済企画課 

指定管理予定候補

者の選定及び指定

管理に係る評価を行

う 

千葉市公の施設

に係る指定管理

者の選定等に関

する条例 

委員 

５人以内 

任期２年 

平成 

22年 

中小企業資金 

融資審議会 
産業支援課 

中小企業に対する資

金の融資に関する事

項について審議する 

中小企業資金融

資審議会設置条

例 

委員 

15人以内 

任期２年 

平成 

４年 

 

５ 施設一覧                       

名          称 所  在  地 開設・設立  電 話（043） 参照頁 

千葉市ビジネス支援センター  中央区中央 4-5-1 平成 19年 10月 201-9501 ９ 

 千葉ポートタワー  中央区中央港 1丁目 昭和 61年６月 241-0125 １９ 

 千葉市ユース･ホステル  緑区小食土町 955 昭和 58年７月 294-1850 １９ 

 昭和の森キャンプ場  緑区小食土町 955 昭和 54年７月 〃 ２０ 

蘇我勤労市民プラザ  中央区今井 1-14-43 平成 ３年４月 266-5504 ２５ 

長沼原勤労市民プラザ  稲毛区長沼原町 304-1 平成 ９年４月 257-1863 ２５ 

 幕張勤労市民プラザ 美浜区若葉 3-1-8 平成 ４年７月 274-0027 ２５ 

 千葉競輪場  中央区弁天 4-1-1 昭和 24年８月 251-7111 ２６ 

 


